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１　はじめに
　東京消防庁では、都民に対する身近な危険物の安全な取扱いに関する知識の普及啓発及び事業所における自主保安体制

の確立を図るため、危険物安全標語「危険物　しっかりまもろう　使い方」（作者　金子真優さん世田谷区在学）のス

ローガンの下に、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進する危険物安全週間を実施しました。

　当庁では、地域の特性に応じ、各消防署を中心として、危険物の保安管理に係る指導をはじめ、危険物施設等での災害

を想定した消防演習等を実施しています。

２　推進項目
　当庁では、本年の推進項目を次のとおり定め、各消防署の地域特性に合わせた事業所指導などを行いました。

⑴　都民一般を対象とした項目

　ア　身近な危険物の安全な取扱いに関する普及啓発

　　　消毒用アルコール及びスプレー缶等の身近な危険物の安全な取扱いに関する普及啓発

　イ　給油取扱所の安全な利用に関する普及啓発

　　　ガソリンを携行缶で購入する場合に本人確認等が必要なこと及び安全に給油するためのポイント等の周知

⑵　危険物施設等を有する事業所を対象とした項目

　ア　実効性のある予防規程の作成指導

　　　予防規程の作成義務がある危険物施設を有する事業所に対して、予防規程の実効性を高める指導の実施

　イ　大規模危険物施設の自主保安体制の向上
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　　　石油コンビナート等災害防止法に基づく特定事業所に対して、自主保安体制の更なる向上を目的とした自主防災組

　　織の育成指導

　ウ　給油取扱所に対する指導

　　（ア）　屋内給油取扱所の範囲の改正に係る指導

　令和３年７月２１日付けで屋内給油取扱所の基準に関する事項について、危険物の規制に関する規則が一部改正

されたことから、屋内給油取扱所の事業者に対して、改正に係る内容について、実態調査を行い、改正内容の周知

及び変更の手続きに関する指導の実施

　　（イ）　ガソリンの容器詰替え販売に係る本人確認等に関する指導

　危険物の規制に関する政令第１７条に規定する給油取扱所（航空機、船舶、鉄道又は軌道によって運行する車両

に給油する給油取扱所、自家用給油取扱所を除く。）の事業者に対して、検査等の機会を捉えて、ガソリンの詰替

え販売における本人確認等に関する指導の実施

３　危険物消防演習について
　危険物安全週間中の令和４年６月７日（火）、出光興産株式会社東京

油槽所（江東区若洲二丁目９番２号）において、地震災害時における危

険物施設内での危険物流出及び火災への対応能力の向上並びに事業所

等との連携活動能力の向上を図ることを目的として消防演習を実施し

ました。

　この消防演習は、東京湾北部を震源とする首都直下型地震により、作

業員が受傷し、屋外タンク貯蔵所から危険物が流出し、その後の余震

により屋外タンク貯蔵所から火災が発生したとの想定により行われま

した。演習には、東京消防庁（車両１２台、消防艇１艇、ドローン１機）、

城東消防団（車両１台）、出光興産株式会社東京油槽所等が参加し、土

のうによる危険物の流出拡散防止活動や消防隊との連携による消防活動など、実戦的な演習が行われました。演習の最後

には、参加隊による一斉放水が行われ、危険物施設の安全を守る勇姿に見学者からは大きな拍手があがりました。

　　　　　　  ※危険安全週間演習の動画はこちらから視聴できます。
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４　おわりに
　当庁では「新しい日常」に対応した行政サービスを

提供できるように、行政手続きの申請や届出につい

て、電子申請が可能な手続きを拡大しています。

　令和３年度中に、「危険物保安監督者選任・解任届

出書」及び「危険物の仮貯蔵仮取扱い承認申請書」の

2手続きの電子申請がスタートしており、「東京共同

電子申請・届出サービス」を利用して申請等を行うこ

とができます。

　また、当庁では、危険物関係手続きに不慣れな方も

安心して申請等を行うことができるように、申請者自

身が、事前に法令基準を確認することができる「危険

物関係チェックリスト」を作成しました。この「危険

物関係チェックリスト」は、東京消防庁公式アプリの

チェックリスト機能を活用したもので、具体的な法令

基準や用語の解説を確認することができます。

　電子申請が可能となる手続きや危険物関係チェック

リストは、今後も拡大していく予定です。危険物関係

の申請等を行う場合は、ぜひご利用ください。


